
『日本霊異記』「強非理以徴債取多倍而現得

悪死報縁」  

 

 

【之】 

０１ 

三者斗升斤兩種用之 

三は斗升斤を兩種(ふたくさ)用て 

 

其七日夕更甦還之 

其の七日の夕に更甦還(よみがへ)りて 

 

大領及男女之愧恥戚慟 

大領と男女、愧恥(は)ぢて戚慟(いた)み 

 

負他人物皆既免之 

他人に負せたる物は、みな既に免(ゆる)す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


